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第 １ 章   総   則 
 
第１条 共通仕様書の適用 
    本業務の施行にあたっては、青森県県土整備部制定「設計業務等共通仕様書

平成２９年１０月」、「測量業務共通仕様書(平成２９年１０月)」、「地質・

土質調査共通仕様書（平成２９年１０月）」によるほか、特記仕様書に基づき

実施しなければならない。 

共通仕様書と特記仕様書が一致しない条項は、特記仕様書が優先する。 

 
第２条 委託業務日数又は履行期限 
  １．業務日数  日間 
  ２．履行期限 平成３０年 ３月１５日 
 
第３条 業務内容 
    業務内容は、別紙「委託内容」のとおりであり、主要管路耐震化事業に基づ

き、軌道下の配水管を更新するため、測量・設計業務を行うものである。 
 
第４条 打ち合わせ等 
    本業務における打ち合わせは、第１回打合せ、中間打合せ３回、最終打合せ

の５回とする。 
 
第５条 作業計画書 
    本業務における業務計画書は、当初打ち合わせ後速やかに提出するものとす

る。 
         
第６条 資料等の貸与 
    貸与する図書及びその他の関係書類は、下記のとおりとする。 
     
第７条 「参考資料」 
    特記仕様書の外に提示する「参考資料」は、指名参加業者の迅速な見積もり

に対しての一資料であり、委託契約上は拘束力を生じさせるものではないこと

に留意すること。 



第 ２ 章   測量業務内容 
 
第１条 測量作業条件 
     測量作業条件は、下記のとおりとする。 

工 種 作 業 条 件 

別紙委託内容のとおり 別紙委託内容のとおり 

  

  

  

  

  

 
第２条 支給材料及び貸与品 
    共通仕様書に定める支給材料及び貸与品は次のとおりである 
     １．品        名 
     ２．数        量 
     ３．品 質・品 等 
     ４．規 格・性 能 
     ５．引 渡  場 所 
     ６．引 渡  時 期 
     ７．使用方法場所 

 
第３条 作 業 確 認 
    共通仕様書に定める主要な測量段階とは次のとおりである。 

主要区分 測 量 業 務 

  

  

  

 
第４条 損 失 補 償 
    共通仕様書に定める植物、かき、さく等の伐採又は土地若しくは工作物の一

部使用による生じる損失のうち、次のものは発注者の負担とする。 
                                       
                                       



第 ３ 章   設計業務内容 
 

第１条 設計業務作業条件 
   設計作業条件は、下記のとおりとする。 

工 種 作 業 条 件 

別紙委託内容のとおり 別紙委託内容のとおり 

  

  

  

  

 
第２条 そ の 他 
   １．本設計業務を行うにあたり、疑義が生じた場合は監督職員と速やかに協議

すること。 
 

２．受注者は、受注者に対して暴力団又は暴力団関係者による不当介入があっ

た場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の

捜査上必要な協力を行うものとする（第２章，第３章共通）。                    

 
 
 

第 ５ 章   成 果 品 
 
第１条 成果品の提出 
  １．成果品は共通仕様書で定める他、次のものを提出すること。 
     １）報告書２部（河川占用許可申請図書含む） 
      

２．製本方法は次のとおりとする。 
   １）製本サイズ Ａ４版 

 
 
 
 
 


